
 

 

 

 

今後の検討予定等について 

 

 

 

令和８年２月 25 日（水） 

・ヒト受精胚を用いる基礎的研究における倫理審査体制等の在り方についての審議 

   

・指針改正案の審議（２回目） 

        第一条の＜目的＞等の次回以降の検討項目や上記倫理審査体制の在り方

についての事務局案等を踏まえた＜研究計画書＞等に係る記載の検討を

行う。 

 

令和８年３月以降 

・指針改正案のとりまとめ 

 

・関係省庁の上位部会への報告 

 

・パブリック・コメントの実施 

ヒトの幹細胞から作成されるヒト生殖細胞を用いる

ヒト胚作成研究に係る合同会議 （第２回） 

令和８年 1月 21 日 
資料３ 


